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区
長
提
出
議
案
を
可
決

令
和
７
年
度
足
立
区
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か

議
員
提
出
議
案
を
可
決

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
の
継
続

　
　
　
　
　
　
　
及
び
制
度
の
恒
久
化
を
求
め
る
意
見
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か

　
第
４
回
定
例
会
は
、
12
月
１

日
か
ら
12
月
17
日
ま
で
の
17
日

間
で
開
会
し
ま
し
た
。

　
本
会
議
初
日
の
区
長
あ
い
さ

つ
の
後
、
各
会
派
の
代
表
議
員
、

無
会
派
の
議
員
が
、
３
日
間
に

わ
た
り
区
政
全
般
に
つ
い
て
質

問
を
行
い
ま
し
た
。

　
今
定
例
会
で
は
、
令
和
７
年

度
足
立
区
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
７
号
）
や
足
立
区
江
北
多

目
的
運
動
場
条
例
等
、
35
件
の

区
長
提
出
議
案
に
つ
い
て
、
す

べ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
し
た

ほ
か
、
議
員
提
出
議
案
２
件
を

全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
請
願
・
陳
情
に
つ
い

て
は
、
２
件
を
採
択
、
28
件
を

継
続
審
査
と
し
た
ほ
か
、
１
件

を
不
採
択
と
し
ま
し
た
。

●
主
な
内
容
●
●
●
●

２
面
●
区
政
を
問
う

　
　
　
（
各
会
派
代
表
・
一
般
質
問
）

６
面
●
議
決
結
果
（
区
長
提
出
議
案
）

　
　
●
議
決
結
果
（
議
員
提
出
議
案
）

　
　
●
み
な
さ
ん
か
ら
の
請
願
・
陳
情

　
　
●
第
２
回
臨
時
会
の
あ
ら
ま
し

７
面
●
意
見
の
分
か
れ
た
議
案

　
　
●
333
号
ゾ
ロ
目
号
記
念
！！

　
　
●
中
学
生
が
職
場
体
験
に

　
　
　
　
足
立
区
議
会
を
訪
れ
ま
し
た

　
　
●
視
察
件
数
の
多
い
事
業
を
紹
介

　
　
●
写
真
部
作
品
展
を
開
催
し
ま
し
た

　
　
●
会
派
等
一
覧

８
面
●
議
会
傍
聴
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

　
　
　
　
　
　
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

　
　
●
み
な
さ
ん
の
声
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
願
・
陳
情
で

　
　
●
ジ
ュ
ニ
ア
ペ
ー
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
を
開
設
し
ま
し
た

令
和
７
年
第
２
回
臨
時
会（
12
月
26
日
）

令
和
７
年
度
足
立
区
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
９
号
）
を
可
決

　
食
料
品
等
物
価
高
支
援
給
付
金
事
務

及
び
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
の

支
給
事
務
を
増
額
す
る
も
の

※
詳
し
く
は
、
６
面
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。 

第
２
回
臨
時
会
の

録
画
映
像
は
こ
ち
ら
▼

議
場
コ
ン
サ
ー
ト
中
止
の
お
知
ら
せ

　

令
和
８
年
１
月
１
日
発
行
の
足
立
区
議
会
だ
よ
り（
第
332
号
）

で
ご
案
内
し
ま
し
た
、
２
月
27
日
（
金
）
に
開
催
予
定
だ
っ
た

議
場
コ
ン
サ
ー
ト
に
つ
い
て
、
開
催
に
向
け
て
出
演
者
側
と
鋭

意
調
整
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
万
全
な
体
制
で
の
開
催

が
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
、
誠
に
遺
憾
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、

中
止
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
。
楽
し
み
に
さ
れ
て
い
た
皆
様
に

は
、
心
よ
り
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
後
と
も
、
開
か
れ
た
議
会
の
推
進
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す

の
で
、
何
卒
ご
理
解
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。


